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はじめに

本稿は,世界システム論的視角に立脚して,今日の対外債務累積問題を分

析したウルリッヒ・プフィスターとクリスチャン・シューターの理論のう

ち,とくに「国際債務の危機管理システムの形成と発展」についてみたもの
1)

である。

彼等の理論の主たる特徴は, 1800年以降の国際金融関係を,世界システム

の循環(cycle)と趨勢(trend)というより大きな枠組みの中に置くことによ

って,国際金融関係を構造的視角からとらえようと試みていることにある。

その基本的論調は, 「国際金融システムは,一方では,国際金融関係が長期

波動の過程で演じる役割を通してコンドラチェフの波に関連した循環的変動

を受け,他方で,国際金融システムはその構成員の相互関係をより高次の制

度化(Institutionalization)へ向かわせる長期趨勢によって影響を受ける」と

いうものである。さらに彼等によれば,この循環と趨勢は相互作用すると仮

定される。すなわち,より高次の制度化へ向かっての趨勢は循環の作用に影

響をおよぼし,他方,前者は世界システム内での循環的変動(とくにヘゲモ

ニー・サイクル)によって影響を受けると仮定されるのである。

このような分析上のフレームワークに基づいて,彼らは次の二つの問題を

研究上の目標にした。

まず第1は,世界債務危機は常にコンドラチェフの波の谷間で生じ,それ
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は常に周辺 (periphery)で発生したという観察から出発して，長期波動と国

際金融関係を結びつけるー郡の仮設を組み立てることである。彼等によれば，

これらの仮設によってコンドラチェフの波の後半局面における周辺への資金

フローの増加，これらの流れを通じる低開発性の促進と再生産，およびこの

ことが国際金融関係の不安定性(したがってまた債務危機)を増大させる一

連のプロセスが説明される。

第 2は， 1980年代(初頭)の国際金融関係は，その制度的脆弱性Csystemic

fragi1ity)が国際金融関係が崩壊した1930年代と同じくらい，あるいはそれ

以上の水準に達しているにもかかわらず，なぜ崩壊に到らなかったのか(あ

るいは到っていないのか)ということについてのものである。)プフィスター

らによれば，このことは国際金融システムもまた，協力的形態の自己組織化

機能 (cooperativeforms of self-organization)によって特徴づけられるサブ

システムが出現してきたという意味で，より高次の制度化へ向かつての趨勢

を受けていることによって説明される一一いわゆる国際債務の危機管理シス

テムの形成と発展。というのは，元来，国際金融システムは協力的形態の自

己組織化機能を欠いていたからである。これらの新しいサブシステム(主と

して多角的リスケジュールと開発金融のそれ)は対外的な変動に対応するこ

とができ， したがってまた，このシステムの世界債務危機に対する弾力性を

増大させた。このような制度化へ向かつての趨勢はどのようなプロセスを経

て出現し，それは将来の国際金融関係にどのような影響を与えるのか，これ

が彼らの二番目の研究課題である。

このうち，第一番目の研究課題については， r世界システム論的視角から

みた対外債務問題:とくに世界債務危機の循環性について」というタイトル

で『京大経済論叢~ (第142巻第 4号)に紹介したので，本稿では残された第

二番目の研究課題一一すなわち国際債務の危機管理システムの形成と発展

一一について紹介してみることにしたい。
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I ヘゲモニー・サイクルと制度化ヘ向かつての趨勢

(1 ) ヘゲモニー・サイクル

既述のように， 1980年代の国際金融関係は，その制度的脆弱性が国際金融

関係が崩壊した1930年代と同じくらい，あるいはそれ以上の水準に達してい

るにもかかわらず，崩壊に到っていない。プフィスターらによれば，このこ

とは，国際金融システムが1930年代以来，危機に対してヨリ弾力的になって

きたことを意味し，それはまた，国際金融システムがヨリ高次の制度化へ向

かつて動いていることを意味する。「この(制度化へ向かつての)プロセス

は，一部は世界システムにおけるヘゲモニー・サイクル(循環)との関連で

出現した」と彼等は言うので，まずこの命題からみていくのが必要である。

周知のように，世界のリーダーシップ・サイクル，あるいはヘゲモニー・

サイクルは，世界システムにおける覇権力 (hegemonicpower)の盛衰によ

って特徴づけられる。そしてこのヘゲモニー・サイクルは，ある中心国が，

世界システムの政治・経済秩序を，自らの特定の覇権的な利益に基づいて形

成する，世界の指導国になるときにスタートする。ある国が覇権を握ってい

るとき，世界シスシテムの権力構造は単心的 (unicentric)である。ヘゲモニー

が衰退すれば，世界の政治・経済力はいくつかの中心国にヨリ平等に分散さ

れていく。すなわち，世界システムは多極的 (multipolar)あるいは多心的

(mu1ticentric )になってし、くのである。

たとえば， 19世紀においては，ヘゲモニーはイギリスによって握られてい

た一一パックス・プリタニカ。しかしながら，世紀の変わり目頃，イギリス

はその優越性 (supremacy)を失い始めた。この結果，世界システムは多心

的・競争的になったのである。第 2次大戦後においては，アメリカが世界シ

ステムの覇権国にのしあがった一一パックス・アメリカーナ。そしてアメリ

カのヘゲモニーは，世界の政治・経済力が主要中心地域間(すなわちアメリ

カ， EEC，日本，ソ連)にヨリ平等に分散し始めた1960年代の後半まで続

いた。
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では，これらのヘゲモニー・サイクルはどのように説明されるのであろう

か。このプロセスを説明するに当っては，いくつかの異なったアプローチが

ある。たとえば，モデルスキーは世界リーダーシップ(ヘゲモニー)の出現

を世界戦争サイクル (globalwar cycle)という政治的な現象に関連づけてい

るのに対しアリサーチ ワーキング・ク事ループはリーダーシ、ソプ・サイクル

を経済的な現象，より具体的にいえばコンドラチェフの波の進行と密接に結

びつけている。このうち，プフィスターらが依拠しているのは後者のリサー

チ・ワーキング・グツレープのアプローチである。このアプローチによれば，

ヘゲモニーは世界システムにおける競争上の優位性の上に築かれ，それは，

新しい基礎的技術革新を他に先がけて実現することによってもたらされる。

しかしながら，新技術が他の中心諸国ゃいくつかの準周辺地域Csemiperipheral

areas)に波及するにつれて，当初の優位性はうすれてし、く。その結果，世界

システム内の政治・経済力はますます多心的に組織されるようになっていく

のである。

ところで，このヘゲモニーと競争のサイクルは世界システムにおける中心

と周辺の関係に影響を与える。権力構造が多心的であるとき，中心諸国は自

らの周辺地域との関係を強化する傾向をもっ。というのは，それぞれの当該

中心国は，世界の政治・経済力において，可能なかぎり最大限のシェアを支

配し，そして防衛しようとするからである。世界システムの歴史を通してみ

ると，このことは植民地支配の確立をもたらした。しかしながら，中心諸国

による他の形態の周辺に対する支配も考慮されねばならない。たとえば，保

護政策への動きに沿った関税の引き上げとか貿易障壁の設置のような，中心

と周辺の経済的相互作用の政治的規制がそれである。

他方，ある覇権国がリーダーシップを握っている状況のもとでは，中心諸

国による周辺に対する直接的な公式の政治的支配は弱められる。これは覇権

国によって規定される経済問題に関するゲームのルールが，政治的コントロ

ール(支配)の手を借りなくても，覇権国にとっての好ましい状態を確実に

するからである。したがって，このヘゲモニーの期間は，第 2次大戦後，ア

メリカの世界的リーダーシップのもとに植民地支配が撤廃されたことにもみ
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られるように，公式の植民地解体への趨勢(トレンド)によって特徴づけられ

る。さらにいえば，このヘゲモニーの期間においては，関税と貿易障壁は自

由貿易への動きに沿って軽減されることになる。

(2 ) ヘゲ‘モニー・サイクルと制度化ヘ向かつての趨勢

では，上記述べた世界リーダーシップ・サイクルなり，あるいはヘゲモニー

・サイクルは，国際金融システムをより高次の制度化へ向かわせるプロセス

と， どのような関係にあるのだろうか。プフィスターらによれば，このこと

を理解するには，以下の 2つの密接に関連した発展について議論する必要が

ある。

第 lは，このようなリーダーシップ・サイクルのもとに，国際金融関係は，

19世紀後半以降，次第に高度化するシステム水準のもとで，より少数の大立

物 Oargeactors)による支配(コントロール)を受けるようになってきたと

いうことである。第 2は，この少数の大立物による国際金融関係支配の強化

は，これら大立物が相互に分業と協力をおこないやすいような政策手段なり

制度的協定の出現を促したということである。

周知のように，第 2次大戦前，国際資金の流れは主に外国債券 (external

bond)から成っており，資本は多くの名もない，分散された個人の債権保有

者によって貸し付けられていた。にもかかわらず，すでに19世紀の最後の10

年間においては，国家はフランスやドイツの場合にみられるように，民間資

金を調達する上で重要な役割を果たしていた。これら諸国はし、ずれも，主に

政治的な理由で，巨額の資本を中欧，南部および東南ヨーロッパに振り向け

たのである。すなわち，中心諸国間における競争の激化を反映して，資本輸

出はこれら諸国による政治的支配領域を確保するための有用な道具とみなさ

れたのである。

両大戦間期においても，国家は資金の流れを指し図する上で，重要な地位

にあった。さらに，この時期においては，また，国際連盟や BISのような

国際機関の設置をもみた。しかし，限られた自律性のゆえに，それらは1930
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年代の危機時において，国際金融関係を安定化させようとする試みにおいて，

限界的な役割しか果たせなかった。むしろ，そのような試みは，大部分，国

民国家 (nationstate)に限定されていたのである。しかし，中心国間におけ

る競争は，国際機関がその役割をフルに発揮する妨げになったばかりか，国

民国家レベルでの適正な対応をも妨げた。たとえば，フランスとドイツの抗

争が戦債問題 (wardebt)の調整を妨げたのは，その l例である。さらに，

国際金融システムが1931年に緊迫化したとき，凋落の途上にあった覇権国イ

ギリス(以前の最後の拠り所としての国際的な貸手)は何もできず，勃興の

途上にあった世界のリーダー，アメリカは，世界経済安定のために必要な十

分な資金を，危機に陥った地域へ振り向けようとはしなかった。

しかし，プフィスターらによれば，第2次大戦後，構図は大きく変化した。

というのは，それ以降，国際資金フローは主として自律性をもった国際機関，

公的債権者，巨大商業銀行シンジケートといった少数の大立物によってコン

トロールされるようになったからである。そしてこの変化の一部は，アメリ

カの覇権国としての登場によってもたらされた世界システムの再編一一パッ

クス・アメリカーナの形成一一に関係していた。}では，この変化のプロセス

は， どのように説明されるのであろうか。

プフィスターらによれば，アメリカの覇権国としての登場は，資本主義が

レセフェールの資本主義から組織された資本主義へ転換したことを意味す

る。周知のように， 19世紀のほとんどの期間において，国際金融関係を支配

したレセフェールの資本主義は，当時の覇権国，すなわちイギリスの経済モ

デルであった。他方，組織された資本主義一それは第2次大戦後の国際金

融関係を支配したーーは， 1945年以降の覇権国，すなわち，アメリカの経済

モデルである。この組織された資本主義のモデルは，イギリスのヘゲモニー

に対する挑戦国(または後発国)の工業発展との関連で生じ，これらの国は，

覇権国に追いつくために強大な国営の，そしてまた大規模な工業生産単位に

依拠した ー独占資本主義の形成。このような工業生産における複雑性の

増大は，当然のことながら，それを取り込む大きな組織的なフレームワーク

を必要とし，それは金融関係の領域へも敷街される。一一(巨大金融機関の
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必要性→金融システムにおける集中と組織化の促進)。国際金融システムの

レベルにおいては，このことは，国際金融システムにおける相互作用の，比

較的少数のもの，すなわち巨大商業銀行，国民国家，国際機関への集中をも

たらし，零細で組織されない個人の債権所有者は排除される。かくて，国際

金融関係のより高次の制度化へ向かつての趨勢は，レセフェールの資本主義

から組織された資本主義への移行，すなわちイギリスからアメリカへのヘゲ

モニーの移行，いいかえれば，組織されたアメリカ資本主義の世界的拡大に

よって一部説明されるのである。一一ヘゲモニー・サイクルの国際金融シス

テムの制度化に及ぼす作用。

では，パックス・アメリカーナの出現は，第 2次大戦後，具体的にどのよ

うな構図の変化をもたらしたのであろうか。以下，国際機関，国民国家，民

間債権者の役割変化について，簡単にみてみよう。

戦後の金融問題に関するもっとも重要な国際機関は， 1944年に創設された

ブレトン・ウッズの 2つの双子，すなわち IMFと世銀である。これらの機

関はアメリカの計画に、沿って創設され，少くとも当初においては，主にアメ

リカの直接的な世界戦略的，政治的，経済的利益に奉仕した。すなわち，一

方において，これらの機関は貿易の自由化を促進し，アメリカの輸出のため

に市場を開拓した。他方において，それらは新しい覇権国(アメリカ)の資

本輸出を保証し，監視し，一部分は自らがそれを実行した。プフィスターら

によれば，このような全体的な枠組みは，戦時中，アメリカで醸成された過

剰生産能力に捌け口を与えるべく企図されていた。やがて，このブレトン・

ウッズの 2つの双子は，ヨーロッパの復興に対して，自らの能力の限界を露

呈するようになった。それへの対応としてアメリカは，自ら，マーシャル・

プランの枠内で，ヨーロッパ諸国に対して巨額の信用を供与したのである。

同時に，この資金援助は共産主義のヨリ一層の拡張を抑制するための有用な

道具とみなされた。

1950年代と60年代においては，公的信用 (officialcredit)はその方向を変

えたが，規模における重要性は変らなかった。公的信用の主たる焦点は，周

辺諸国に対する開発援助と輸出信用に転換した。かくて，プフィスターらに
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よれば，国家ははじめて，世界システムの安定化に寄与するという目的のも

とに，自ら巨額の信用を供与することによって，国際金融において積極的な

役割を果たすようになったのである。

最後に，今日における民間資金の流れに関していえば，資金は，それが主

として多くの比較的零細で，組織化があまりなされていない債券所有者によ

って供与された第 2次大戦前の条件とは対照的に，比較的少数の関係者の手

に集中していることにも注目しなければならない。たとえば，ユーロ市場は

巨大商業銀行によって支配されており，借款は通常，銀行借款団 (bank

consorcia)によって供与されている一一ユーロ・シンジケート・ローン。他

方，国際債券(Internationalbond)が戦後の国際金融において果たす役割は，

ゼロとはいわないまでも，小さくなっている。しかし，それらさえも大部分

は機関によって所有されており，個人の所有の度合は小さい。生産的資本は

もはや大多数の小企業には配分されず，巨大企業にますます集中してきてい

る。さらに，生産に投下される金融資本の額や，生産的部門から金融システ

ムへ流れる金融資本のフローは巨大化してきており，それらは通常個人とい

うよりも，むしろ企業体から発している。プフィスターらによれば，このこ

とは，民間金融資本の構造変化もまた，組織された資本主義の全般的確立の

枠内で説明されうることを示唆している。

このように，世界システムにおけるヘゲモニー・サイクルは，国際金融シ

ステムのより高次の制度化へ向かつての全般的な趨勢に一定程度の影響を与

えるのであるが，ここで，興味深い問題の lつは，このように，国際金融シ

ステムの制度化へ向かつての趨勢を，世界強国間のヘゲモニーと競争のサイ

クルに関連づけて説明することは，これらの趨勢が将来においても果たして

サイクルによって影響を受けるのかどうかということである。この問題に対

する答は，もちろんかなりの程度の憶測を必要とするが，しかしプフィスター

らは，このような趨勢は，それが現在のヘゲモニー・サイクルよりもより長

く生きながらえるだろうという意味で不可逆的，すなわちサイクルとは独立

したものになるだろうと予測している。その lつの徴候は， 1970年代初めに

アメリカのヘゲモニーが崩壊し始めてL、く過程で，国際金融システムにおけ
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る機能的分化と統合へ向けての趨勢がその速度を早めたことである。 L、L、か

えると，ヘケeモニーの表退に伴って，国際金融機関の機能が，アメリカのヘ

ゲモニーの枠内での機能から本来の国際金融システム内てーの機能に変ってき

たことである。このような変化の事例は，後に述べる開発援助の新たな方向

づけ (reorientation)と，アメリカの国際経済ポジションの弱化によって育

成された，高度に集中した国際金融市場(ユーロダラー市場)の出現におい

てみられる。同様に，多角的リスケジュール・メカニズムの出現もアメリカ

のヘゲモニーの低下と併行して生じた。プフィスターらによれば，これらす

べての事例は，制度化へ向けての趨勢が覇権国の利益との結びつきをますま

す離れて，自らの推進力 (developmentalmomentum)を取得してきたこと

を示唆する。そしてこのことは， r協力は必ずしも覇権的リーダーシップ

(hegemonic leadership)の存在を必要としなL、」というケオハーンの一般的

命題とも一致する。彼らは言う。「ケオハーンが指摘したように，ヘゲモニー

崩壊後の世界における国際協力は，集権化された組織 (centralized

organization)によってよりも，むしろ我々が協力的な自己組織化のプロセ

ス (cooperativeself-organization)とか交渉による秩序 (negociatedorder) 

とか呼んできたところのものによって特徴づけられるであろう」と，ー相互

依存の世界。

E 国際金融システムのより高次の制度化ヘ向かつての趨勢

以上，我々は主として世界リーダーシップ・サイクル，あるいはヘゲモニー

・サイクルとの関連で，国際金融関係が少数の大立物によってコントロール

されるようになる趨勢について説明してきた。プフィスターらによれば，国

際金融問題に対する管理の主体としての国家と国際機関はイギリスのヘゲモ

ニーの衰退によって現われ，アメリカによる世界ヘゲモニーの掌揮によって

全権 (fullpower)を取得する。このような趨勢の現実の進行は，明らかに

覇権力の変化と，そのことに伴う 19世紀後半以降の強国間の抗争に関係して

いるが， しかし彼等によれば，このような制度化へ向かつての全体的な方向
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は，ヘゲモニー・サイクルだけでは説明されない。むしろ，彼らによれば，

国際金融システムのより高次の制度化へ向かつての趨勢は，世界的レベルで

のある種の「有機的統合J(organic solidarity)へ向かつての全般的なプロセ

スーそれは主として工業生産における複雑性の増大によって規定される

ーーの l部として解釈されるべきなのである。

国際金融システムのより高次の制度化へ向かつての趨勢が，少くとも部分

的に競争とヘゲモニーのサイクルから独立していることは，前節 (8頁)で

述べたように， 1970年代以降，アメリカのヘゲモニーの衰退によって，機能

的統合のプロセスがはずみをつけてきたことによって裏付けられる一一この

点については後で詳しく述べる。ここで機能的統合 (functiona1int-

egration)とは，システムが次第に高度化してくるなかで，国際金融関係が

ますます少数の関係者によってコントロールされるようになり，それが彼ら

相互間に分業と協力の強化のための土台を与えるという意味のことである

が，プフィスターらによれば，このことが， f1980年代の国際金融関係はそ

の制度的脆弱性が国際金融関係が崩壊した1930年代と同じくらい，あるいは

それ以上の水準に達しているにもかかわらず，なぜ崩壊に到らなかったのか

(あるL、は到っていないのか)Jを説明する主たる理由なのである。では，

国際金融システムをその性格においてより制度化され，より統合された構造

へ向かわせたその推進力は一体どのようなものであったのであろうか。いい

かえると，ヘゲモニー・サイクルとは独立して，国際金融システムがより高

次の制度化へ向かう非循環的な趨勢は，どのように説明されるのであろうか。

彼らはこの点を説明するに当って，まず一般的なシステム論の基本概念に依

拠しながら，制度化の概念に関する理論上の考察から出発する。その場合の

基本命題は，制度化へ向かつてのプロセスは，国際金融関係という社会シス

テムの中で，それぞれがめいめいの役割を受けもった少数の主役から構成さ

れるサブシステムが出現してきたことと密接に結びついている，ということ

である。以下，この点について詳しくみてみよう。
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(1) 国際金融関係に関する制度化の概念

彼らの制度化に関する概念は，一般的なシステム論のフレームワークの中

で展開された基本的な考え方に関係している。要するに，制度化のもとに彼

らは，国際金融関係の，自己組織化あるいは自省の能力をもたない非協力的

なシステム(たとえば完全市場システムのような)から，自己組織化あるい

は自省の能力をもった協力的なサブシステムから成る社会システムへの長期

的な構造変化をとらえるのである。より一般的にいえば，制度化は国際金融

関係の組織化 CVergesellschaftung)のプロセスに関係しているといえる。

ここで彼らが用いている基本概念は，自己組織化 Cself-organization)，自

省 Cself-reflection)， 自問 Cself-reference)， 自己更新 Cself-renewal)とい

ったものであるが，これらの概念はすべて，あるシステムが自らの内部構造

や自らの環境に対する関係を自らの力で組織化したり，再編したりできる能

力に関係しており，この自己組織化能力をもったシステムは，ある固有のシ

ステム上の特徴をもっている。たとえば，環境に対する関係についていえば，

この自己組織化能力をもったシステムは，開放的で恒常的に相互作用を繰り

返している状態にある。この動態的なシステムは，自己組織化の過程を通じ

て革新的であり，その内部構造の状態は不均衡化的である。さらに，この自

己組織化能力をもったシステムは，その主たる機能が自己更新的あるいは自

己蘇生的であるがゆえに，自問的である。その場合の，回帰的なフィードパ

ック・メカニズムは，これらのシステムが，自らの内部構造や環境の変化に対

して反応するために利用する主たる装置である。このことは，究極的には，

システムの構造変化と創造的発展をもたらす。プフィスターらによれば，こ

のような動態的システム概念は，パースンズによって展開されたような，伝

統的システム理論の機械的で安定均衡的なモデルの静態的な考えとは対照的

である 一一この均衡モデルにおいては，その主たる力点は，所与の構造の

保全 (preservation)に置かれている。すなわち，このモデルにあっては，

システムは均衡しているか，あるいは均衡状態に向かっているか，いずれか

の状態にあると考えられるのである。これに対し，自己組織化のパラダイム
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は，ダイナミックなシステムの進化プロセスを強調する。

では， I自己組織化」というディメンションを用いると，システムはどう

いうタイプに分類されるのであろうか。プフィスターらによれば，これは次

の3つのタイプに区分される。第 1は，自己組織化機能を欠いたシステム(た

とえば完全市場)，第 2は，システムのそれぞれの構成要素が協力的な自己

組織化機能をもったシステム(たとえばワーキング・グ持ループ)，第 3は，

単一の管理当局によって統制される集権化された自己組織化機能をもったシ

ステム(たとえば官僚機構)である。

第 1のシステムのタイプ，すなわち自己組織化機能を欠いたシステムは，

システムが必要とするものを顧みることなく行動する，自立的で個人主義的

なシステムの構成員の行為によって特徴づけられる。そのようなシステムに

おける関係者の行為は，個々の関係者が関与しているそれぞれの領域におい

ては合理的かもしれないが，システム全体からみれば必ずしも合理的ではな

い。このタイプのシステムにおいては，お互いに関連をもたない個々人の行

動の総体が，システム全体の組織なり編成(organization)を決定する一一

たとえば，アダム・スミスの見えざる手のような市場法則を通じて。

第2のタイプのシステム，すなわち協力的な自己組織化機能をもったシス

テムは，システムが必要とするものを顧りみて，役割を引き受ける用意があ

る構成員や関係者の存在によって特徴づけられる一一この用意を生み出す諸

要因については後述。このことは，彼ら相互間の分業のための土台，すなわ

ち，システムの目的を達成するために必要とされる任務上の機能分担と協力

に関しての機能上の統合のための土台を与える。この場合，役割の規定と役

割をお互いに関係づける(または割り振りする)制度と手続きは絶えざる交

渉を受けることになる。

第3のタイプのシステム，すなわち集権化された自己組織化機能をもった

システムは，大部分，中央当局によって明確に定義され，コントロールされ

る役割分担 (rolestructure)によって特徴づけられる。協力的な自己組織化

機能をもったシステムと同じように，このタイプのシステムは，そのシステ

ム内部に自問的で回帰的なフィードパック・メカニズムを有しているが，役
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割の中味は管理当局によって明確に定められており，このタイプのシステム

が環境と相互作用し合う方法は一定の手続きに従う。

このうち，危機に陥りやすいという点についていえば，第 1のタイプのシ

ステム，すなわち自省能力をもたず， したがって自己組織化メカニズムを欠

いたシステムが，自らの複雑な内部構造や自らの環境に対する関係を適切に

コントロールできないという意味で，危機に陥る確率(または蓋然性)はも

っとも高い。他方，集権化された自己組織化機能をもったシステムは，その

変動がコントロール可能で，一定の行動様式 (fixedbehavioral repertoire) 

に基づいて対処されえる，比較的予見可能な環境に対してもっともうまく適

合している。それに対し，協力的な自己組織化によって特徴づけられるシス

テムは，コントロールが困難な環境にうまく適合しており，そこでは，シス

テムは絶えず自らの環境に対する相互作用を顧みなければならない。

国際金融関係についていえば，システムは第 2次大戦前，自己組織化機能

を欠いていたと，プフィスターらは主張する。前にも述べたが，この時期，

債権者側における主たる当事者は，多くの零細で組織化があまりなされてい

ない債券所有者であった。この時期における国際金融システムの環境の変動

や変化に対する適応力の低さ一一これは自己組織化メカニズムを欠くシステ

ムに典型的なものであるーーが，周知の国際金融関係の一時的な崩壊をもた

らしたのである。他方，彼等によれば，第 2次大戦後の国際金融関係は，少

くともいくつかのサブシステムのレベルでは，協力的な自己組織化機能をも

ったシステムに変更された。この進化的なプロセスは，主として，国際金融

システムの主たる構成員としての国民国家 (nationstate)，国際機関(lnter-

national organization)，巨大銀行シンジケート(largebank syndicate)のよ

うな新しい役者の出現によってもたらされた。その結果，国際金融関係は，

当事者が共通の目標に向かつて一致協力し，それぞれが自らの役割を引き受

けるのを可能にするほど，十分に監視可能 (surveyable)なものになったの

である。

プフィスターらによれば，このような構造変化は，国際金融システムと世

界システムという 2つの問題領域において，協力的形態の自己組織化機能に
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よって特徴づけられる 2つのサブシステムが出現するための土台を与えた。

すなわち， I多角的リスケジュール」と「開発金融」という 2つのサブシス

テムである。この 2つのサブシステムの出現によって，国際金融システムは，

対外的，対内的変動に対処しうる対応能力を高めてきたのであるー危機管

理システムの増進。

(2) 危機管理システムの出現

では，市場法則が支配しているシステムから協力的な自己組織化機能をも

ったシステムが出現するのはどのようにして可能であろうか。伝統的社会学

によれば，その主たる規定因は，一定の環境のもと，個々の当事者がそれぞ

れの領域で合理的に行動した場合に生ずる効用 (uti1ity)の喪失であり，そ

の場合の基本的な環境上の要因は，システムにおける当事者の数と彼ら相互

間における相互作用の密度である。もし存在する当事者の数が少なく，相互

作用が，個々の当事者が他人の行為の重要性を自らの福利 (well-being)に

照らして認め，彼ら自身の行為がシステムの他のメンバーに対してもつ意味

合いを十分知覚できるほどに緊密であるならば，その場合，彼らは意識的に

他人の行為を割酌することによって，彼らの効用を最大限にしようとする傾

向を強くもつようになる。

プフィスターらによれば，このような仮設は，第2次大戦後の国際金融シ

ステムにおける協力的形態のサブシステムの出現が，当事者の数の減少，す

なわち比較的少数の大立物による支配を前提としていたことを意味する。そ

して実際，主として1945年以降，国民国家，国際機関，巨大銀行シンジケー

トと L、ぅ大立物が登場し，多数の分散した債券所有者に代って，国際金融取

引を支配し始めたのである。これらの役者は，すでに彼ら自身が複雑な機関

であるので，このようなプロセスは，国際金融関係が比較的高度なシステム

水準のもとでコントロールされてL、く趨勢を意味している。国際金融システ

ムにおけるこのようなコントロール水準の全般的な上向シフトは，これらの

役者の出現とその役割について一定の考察を必要とするので，以下，プフィ
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スターらの叙述に基づいてこの点についてみていくことにしよう。

(i) 国民国家

よく言われるように， 19世紀後半まで国際金融関係を規定していたのは，

主として，レセフェール(1aissez-faire)の原理と自由企業 (freeenterprise) 

であった。しかしながら， 1880年以降，法的規制と政治的コントロールの形

態をとった，国家の金融問題に対する介入がより重要になってきた。たとえ

ば，前にもふれたが，国民政府は急激に増大するフランスとドイツの中欧お

よび東欧への民間証券投資の推進力 (drivingforce)であった。しかし，国

民国家はこれらの資金を調達し，それを貸し付けるのに重要な役割を演じた

が，資本の所有権は多数の分散された個人の債券保有者にあった。たとえば，

第 1次大戦前におけるフランス所有の対ロシア証券は，約160万人の個人投

資家によって所有されていた，といわれる。

しかし，第 1次大戦は，アメリカが世界の主たる債務国から主たる債権国

へ転化したという点で，国際金融関係に顕著な構造変化をもたらした。この

変化は，金融問題に対する国家の影響力の一層の増大を伴った。たとえば第

1次大戦において，アメリカ政府は同盟国を金融的に支援するために，彼ら

に巨額の資金を供与した。プフィスターらによれば， r産業資本主義(in-

dustrial capitalism)が始って以来はじめて，国民政府はかくして，直接の債

権者として国際金融システムにおいてアクティブな役割を果たすようになっ

た」のである。

第2次大戦後においては，アメリカは国際金融資本の主たる供給源泉とな

った。そしてこのプロセスは，前にも述べたように，マーシャル・プランの

確立によって開始され，それはヨーロッパの経済復興と経済成長を促進し，

かっ共産主義のヨーロッパ大陸での波及を抑制した。その後，この公的信用

はその方向を変え，その主たる関心は周辺諸国に対する開発援助と輸出信用

へと変ったが，にもかかわらず，政治的配慮は， 1960年代の援助政策におい

ても，重要な役割を果たし続けた。かくして，国民国家は，自らが重要な貸



146 経営と経済

手となることによって，戦後期の国際金融システムにおける重要な主役とな

ったのである。

(i i) 国際機関

しかしながら， 19世紀後半以降顕著になった国民国家による金融市場管理

の漸次的高まりは， 1930年代に金融システムが緊迫化をむかえたときでさえ，

国際的形態での管理にまでは進展しなかった。すなわち，国民国家は，当時，

国際金融取引に対して，依然としてもっとも高い管理主体を代表していたの

である。たしかに， BISや国際連盟のような多角的機関はすでに存在して

おり， 1930年代の国際金融危機を安定化させようとする試みにおいて，一定

程度の役割を果たしていた。しかしながら，これらの国際機関は自律的には

行動しえなかった。というのは，彼等が供与した信用は，結局のところ，個

々の国の中央銀行によって保証されねばならなかったからである。後のプレ

トン・ウ、ソズ体制に類似した国際機関創設のために，いくつかの提案
シャハト プラン ノーマン プラン

(Schacht Plan 1929/30， Norman Plan 1931)がドイツとイギリスの高官に

よって提起されたが，ほとんど国際的な関心を引かなかった。国際金融シス

テムを規制する，自律的な国際機関が設立されたのは，やっと第 2次大戦後

になってからのことなのである。

戦後，設立されたもっとも重要な国際機関は，ブレトン・ウッズの双子，

すなわち IMFと世銀であった。前者が加盟国の短期的な国際収支問題や安

定化問題を扱うのに対し，後者は最初は戦争で荒廃したヨーロッパの再建に

かかわりをもち，後には，第三世界の開発金融に専念するようになった。 2

つの機関の当初の機構 (structure)は，大部分，アメリカの国務省と財務省

によって用意されたプランと呼応しており，主にアメリカの国際的な経済的

利益に貢献した。

(iii) 巨大銀行シンジケート

一方，民間資金の流れは，今日，第 2次大戦前の条件とは対照的に，その
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大部分が機関投資家の手に集中している。とりわけ，ユーロ市場においてシ

ンジケート・ローンを供与する国際銀行は，過去20年間における第三世界に

対する金融資本のもっとも重要な源泉であった。他方，国際債券は，まった

く重要でないということはなかったが，比較的小さな役割しか果たさなかっ

fこ。

1950年代に制度的な土台が確立された後，ユーロ市場はアメリカの経常収

支赤字増大の結果として， 1960年代の後半から急激に増大し始めた。とりわ

けユーロ市場は，現在の長期波動のスタグフレーション的段階(1970年代)

において，一層の拡大をみた。この段階は， 1971年におけるプレトン・ウッ

ズ体制の崩壊と， 1973年の石油価格のドラスチックな引き上げによる

OPEC(とくに低アブソーパー諸国)の巨額の経常収支黒字によって画期づ

けられる。これら諸国に入ってきた追加的な金融資源の多くは，ユーロ市場

を通じて赤字国へリサイクルされた。

ここでの議論で重要なのは，このユーロ貸付けは，ユーロ市場に存在する

数百もの金融機関にもかかわらず，比較的少数の関係者の手に集中している

ということである。たとえば， 1970年代におけるすべてのシンジケート・ロー

ンの約45%は，アメリカの 9大銀行によって供与された。これは，前に述べ

た，第 1次大戦前におけるフランス所有の対ロシア証券の広範な分散とは著

しい対照をなしている。ユーロ貸付の少数の関係者(=巨大商業銀行)への

集中は，個々の債権者による最低貸出し金額が約100万米ドルであったとい

う事実によって促進された。しかるに， 1945年以前の時期においては，債券

は小額の単位で売却された。たとえば， 1920年代におけるドル建の 5つの国

際債券売却額をみると， 80------90%は5，000ドルないしそれ未満の金額単位で

あった。

最後に，シンジケート・ローンにおいては，リスクと負担は各銀行間に割

り振りされており，このことは国際銀行というサブシステムがヨリ協調的な

構造へ向かつてシフトしていることを意味した。プフィスターらがおこなっ

たシステムの類型化に則していえば，このような傾向を帯びたシンジケート

・ローンは，以下で取り上げる「開発金融」というサブシステムにおける
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「協力的な自己組織化機能をもった 1つのシステム」として特徴づけられる。

(3) 危機管理システムの増進

さて，プフィスターらがこれまでおこなった制度化のプロセスに関する概

念づけによれば，国際的舞台で役割を担うことのできる少数の大立物の出現

は，協力的な自己組織化機能をもったシステムが形成されるための前提条件

である。彼らによれば，この仮設は，個人の債券保有者が国際金融取引きを

支配した時期において，債券者の行動を調整しようとする試みがほとんど失

敗に終ったという事実によって支持される。たとえば， 19世紀においては，

債権者の利益をデフォールトをおこなった政府から守るための委員会がきわ

めて頻繁に設置された。しかし，これらの委員会は，すべての当該債券所有

者に対して拘束力をもつものではなかった。自律性と権威の欠如は，委員会

がデフォールト(したがってまた，国際債務危機)の発生を阻止するのを不

可能にし，彼等の役割を，デフォールトがすでにおこった後の問題処理の交

渉だけに限定したのである。

一方，少数の大立物が国際金融関係を支配し始めた第 2次大戦後の時期に

おいては，協力的な自己組織化機能によって組織されるいくつかのサブシス

テムの出現を目撃した。プフィスターらによれば，そのうち，もっとも重要

なものは，多角的リスケジュール (multi1ateralrescheduling)のサブシステ

ムと開発金融 (developmentfinance)のサブシステムである。

(i) 多角的リスケジュールのサブシステム

このサブシステムの形成は，国際金融システムの，主権借入国家の債務返

済難に対する対応として出現し，その前提条件として 2つの進展が役に立っ

た。第 lは，国際金融に従事するそれぞれのグループが，そのク。ループに加

っているメンバー聞の行動を次第に調整できるようになってきたことであ

る。多角的リスケジュールについていえば，これは債権者クラブの形成によ
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ってもたらされた。第 2は，貸手が自らの行動を，次第に他の貸手グループの

行動と決定に条件づけるようになってきたという事実を通して，さまざまの

グループ間の協力がヨリ緊密になってきたことである。たとえば， IMFは

そのような一連の条件づけのなかで，借手の経済政策に，直接，条件を賦課

することによって，主たる条件づけの主役 (principleholder of conditionali-

ty)としての地位を占めている。そして，この一連の条件づけの出現は，個

々の当事者の行動がますます他の当事者の行動に依存させられるか，または

条件づけられることを意味している。かくて，プフィスターらによれば，こ

の双方のプロセス(第 1と第2の)が，国際金融システムというより大きな

フレームワークのなかでの，多角的リスケジュールという社会的サブシステ

ムの出現を促したのである。

実例に則していえば，多角的リスケジュール・メカニス.ムの進展は，アル

ゼンチンが深刻な債務返済難に直面しこの国に対する公的債権者の代表が

債務国の全般的な債務繰り延べの共通の条件を決めるべく，パリで会合を開

いた1956年に始まった。その後，これらの会合はパリ・クラブの名のもとに

制度化されるようになり，この債権者クラブの枠内で交渉されるリスケジ

ュール条件は，通常， IMFが決めた条件(コンディショナリティ)に従が

わされている。

次に， 1970年代の後半，銀行融資に対して大規模なデフォールトの恐れが

生じ始めたとき，銀行は公的債権者の例にならい，リスケジュールの条件を

協議する委員会を結成し始めた。これらのフォーラムは， 1980年頃からロン

ドン・クラブとしてその名を知られるようになっている。銀行は当初，借手

に対して自らが政策条件を設定するという試みをおこなっていたが，その試

みが失敗に終った後，IMFのコンディショナリティに依拠してリスケジュー

ルの条件を決めるようになった。

最後に， IMFもまた，スタンパイ協定を実行可能ならしめるために，自

らの融資政策を，国際金融システムの他の当事者の行動に依拠せしめるよう

になった。たとえば，メキシコが金融危機に陥った1982年， IMFが民間銀

行の65億ドルの信用を当てにして， 39億ドルのスタンパイ・クレジットを供
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与したのが 1つの例である。このように，一連の条件づけや債権者クラブを

介しての金融当事者間の統合と協力は，リスケジュールの件数が急増したと

いう明白な事実を通して，ここ数年増加しており，同時に，この協力の中味

は，ここ数年，ますます強固になっている。

(ii) 開発金融のサブシステム

プフィスターらによれば，このサブシステムは，植民地解体後の世界シス

テムにおける開発問題に対する世界的関心の高まりと，それに呼応した中心

(先進国)における世界的不平等をなくそうという正当な圧力のもとに出現

した。彼らによれば，この問題領域におけるサブシステム，すなわち開発金

融のサブシステムは，それ自体が部分的に協力的なサブシステムを形成する

いくつかの要素から構成される。第 1は， (a) この開発金融のサブシステ

ムにおいては，機能的に分化された種々の開発金融手段が存在し，それは譲

許的援助(たとえば2国間政府借款のようなもの)から金融市場による商業

信用に至るまで，多岐にわたっているということである。第 2は， (b) こ

れらさまざまの資金フローの多くは，それぞれの当該諸機関によって調整さ

れているということである。 1つは前に述べたユーロ貸付に伴う銀行シンジ

ケートの組織であり，もう lつは IMFや世銀のような国際機関による調整

的な援助の流れである。第 3は， (c) これらの異なった開発金融の流れを

統合する協調融資の組織(またはシステム)が存在するということである。

以下は，これら 3つの構造的要素を簡単に検討したものである。

(a) 開発金融における機能的分化の増大-

一一開発援助の新たな方向づけ

プフィスターらによれば，機能面における開発金融の分化は， 1970年代に

おける開発援助の新たな方向づけによって，もっともうまく立証されえる。

前にもふれたが， 1960年代までの援助の流れは，大部分，援助国の国益を伴
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った。このことは，彼らによれば，世界的な開発と所得の不平等の問題領域

に関する低水準の機能的分化を意味する。しかしながら， 1960年代の後半以

降に出現した開発援助に対する正当な圧力のなかで，援助の構成と方向にお
26) 

ける重大な変化が1970年代に生じた一ーたとえばピアソン委員会報告参照。

第 lは，多国間援助に対する 2国間援助の比重が低下したことである。最

大の援助国であるアメリカについていえば，このことはアメリカの覇権力の

低下と結びついていた。すなわち，援助というテコを利用して，自らの経済

的・政治的国益を追及することは，ますます不条理かっ困難になったのであ

る。かくて，援助というテコは，一部分，国際機関， とくに世銀に手渡され

た。第 2は 2国間援助の地理的配分は，受取国のニーズをますます反映し

たものになっており，アメリカの援助を除けば，戦略的で植民地型の援助は

1970年代以降，その力をし、く分失ってきているということである。かくて，

「援助はその機能を，個別国の政治的目的に奉仕するための機能から，国際

金融システム内での機能，すなわち周辺国内部における不均等な資本の配分

を均等化し，貧しい国を国際経済に統合するための機能に転じた?。プフィ

スターらによれば，これら 2つの進展は，開発援助(基本的ニーズを満たす

ことによって，後の発展のための土台を与えるプロジェクトに対する援助を

対象としたもの)と，他の形態の金融の流れ，とりわけ， 2国間輸出信用(そ

れは援助国の国益と直接結びついている)とユー口貸付(それは第三世界の

比較的富裕な国における近代的資本主義部門の建設を促進する)との間にお

いて，機能的分化が強まったことを示唆する。

(b) 開発援助における協力

プフィスターらによれば，すでに比較的早い時期から，開発援助の機能的

分化を強めようとする試みは，援助国クラブ (donorc1ub)の形成を通じて

おこなわれていた。たとえば， 1950年代の終り頃，世銀は 2大援助受取国(イ

ンドとパキスタン)の開発プランに融資するため，個別国に代わる援助国借

款団 (aidconsorcia)の結成を勧奨していた。しかし，援助国をうまく説得
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することができず，これはよりインフォーマルな性格をもった協議グループ

(consultative groups)の結成に終った。プフィスターらによれば，このこと

は，この協力的なサブシステムが，国際金融関係において，まだ強力な制度

的要素になっていないことを示唆する。

もう lつのタイプの援助国クラブは， 1960年， OECDの下部機構として

創設された DAC(開発援助委員会)である。とりわけ，この機関は，開発

援助の額と条件に関して，一般に受け入れられる基準 (norm)と指針

(guidance)を勧告してきた。同時に DACは，毎年，これらの基準と指針に

照らして，加盟国の援助に関する質的・量的パフォーマンスを検討している。

かくて， DACは，その評価活動を通して，開発援助の機能的分化に大いに

貢献した。

(c) 世銀と他の貸手との間における協調融資の高まり

プフィスターらによれば，開発援助の分野における協力的なサブシステム

の形成は，とくに1970年代において，世銀のリーダーシップのもと，さまざ

まの貸手グループのプロジェクト借款が，協調融資という名のもとに，次第

に組織化されるようになってきたことにもみられる。この時期，世銀は自ら

の目的のもとに，協調融資を積極的に推進し始めた。その主たる目的は，民

間金融資本をユーロ市場へのアクセスが通常困難な国へ振り向けると同時

に，専門的知識を欠いた弱少の公的機関によって供与される開発援助を，資

金がもっとも緊急に必要とされるプロジェクトへ振り向けることであった。

そのような国への商業銀行貸付を奨励するために，世銀は自らが正規のシン

ジケート・ローンに参加する形で，協調融資計画に乗り出したのである。か

くして，開発プロジェクトの管理に関する世銀の専門的知識は，ますます公

的および民間機関り資金力(または金融力)と結合されるようになった。)
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Oii) 個々のサブシステムの統合の強化 -IMFと世銀のより密接な協

力に向かつての趨勢一一

さて，多角的リスケジュールと開発金融という 2つのサブシステムに関す

るこれまでの分析は，それぞれが各々のサブシステムにおいて自省の能力を

もち，協力な自己組織化のプロモーターとなりうる 2つの組織(すなわち

IMFと世銀)の存在を示してきた。プフィスターらによれば，これらの機

関は，相互間における協力の強化という形態で 2つのサブシステムの統合

に貢献する。

周知のように， 1960年代初頭まで，IMFと世銀の協力はそれほど緊密では

なかった。若干の協力的な関係は1960年代において進展をみたが，それは重

要な問題についての協力のために，それぞれの役割と政策目標が見直される

ほどのものではなかった。しかし，プフィスターらによれば，このようなス

タンスは， 1970年代の半ば以降，やや変化してきた。というのは，一方で，

世銀が1960年代と70年代に勧奨した開発戦略の追及が，第三世界の恒常的な

国際収支問題によって困難となり，他方， IMFは，第三世界がかかえる経

済問題に対して，従来の短期的な安定化措置によっては適正な政策的対応が

とれなくなってきたからである。 IMFの対応は，これまで，もっぱら短期

的なプログラムのみに限定されてきたが，二重の要素をもつようになってき

た。たとえば， 1974年に，拡大信用供与措置 (extendedfacility)が，国家が

国際収支における構造的不均衡を調整するのを支援する手段として創設され

たことや， 1986年に，きわめて好ましい状態にある後発開発途上国向けに，

中期信用の構造調整融資制度 (structuralfacility)が創設されたこと等がそ

れである。

他方，第三世界諸国が直面している恒常的な経済問題に対する世銀の反応

は，第三世界の経済を，国際環境の変化に対して，構造的に調整することで

あった。このようななかでも，もっとも重要な変化は， 1980年における構造

調整融資の創設であった。この手段一一それは中期の調整改革のための国際
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収支支援をおこなうと L、う意味で，プロジェクト金融だけに特化してきた世

銀のこれまでの伝統を打ち破るものであるーは， 1980年代において，急速

にその重要性を増してきた。同時に，この構造調整融資は IMFによるスタ

ンパイ・クレジットとならんで，そして， しばしば後者との密接な協力の結

果として急速に拡大してきた。

プフィスターらによれば， IMFと世銀におけるこの構造調整プロセスに

対する関心の高まりは，より密接な協力とともに，彼らの役割がますます補

完的で統合化されてきたことを示唆する。すなわち， IMFは短期のマクロ

経済的な安定化により多くの関心を払い，世銀はむしろ長期的なミクロ経済

的な構造調整プログラムに傾倒するようになったのである。同時に，世銀と

IMFの協力の強化は，開発金融と多角的リスケジュールという 2つのサブ

システムの一定程度の統合を意味する。たとえば， 1985年， IMFとの間に

きびしいコンディショナリティ協定を結んでいた約50ヵ国のうち 4分の 3

は，また世銀による構造調整融資の受取国でもあった31)かくて，プフィスター

らは次のように言うのである。rIMFがリスケジュールにかかわりをもち，

世銀が援助国借款団や協議グループを通じて 2国間援助を調整する限り，両

者間の協力は，ほとんどの対第三世界金融取引の一定程度の統合をもたらす。

それは，援助をこれまで以上に政策的条件に結びつけることになるかもしれ

ないが，他方でこのような趨勢は，また，他の環境のもとでは利用されえな

い民間資金を動員するのに寄与するかもしれない」と。

(付金融サイクルにとっての制度化の意味合い

以上，我々は，ヘグモニー・サイクルとの関連で，あるいはまた，一般的

システム論の概念的フレームワークに基づいて，国際金融システムの制度化

へ向かつての趨勢一一すなわち危機管理システムの構築ーーを説明してき

た。プフィスターらによれば，残された問題は，この制度化へ向かつての趨

勢が，今後の金融サイクルなりあるいは長期波動全般に対して，どのような

インパクトを与えるのか，ということである。結論から先に言えば，この問題
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に対する彼等の推論は，もしリスケジュールという債務戦略によって，公然

たる債務危機の勃発が引き延ばされることになれば，この限りにおいて，新

しいサイクルの開始は遅らされることになるかもしれない， ということであ

る。

前稿でみたように，コンドラチェフ・サイクル・モデルにおける新しいサ

イクル(長期波)は，企業が基礎的技術革新に投資し始めるときに開始され

る。しかし，この種の投資はリスキーで，利潤率は不確実なので，基礎的技

術革新への投資は，資本にとって他に有利な捌け口がないことを必要とする。

過去においては，これらの捌け口は，少くとも一部分，国際金融関係の崩壊

(国際債務危機の勃発)によってふさがれてきた。すなわち，主権借入国家

によるデフォールトは国際債務を帳消しにし，その結果生じた金融資産にお

ける低利潤率が，企業をして，新しい基礎的技術革新に向かわせる強力な動

機になったのである。

しかしながら， 1980年代(初頭)においては，金融資産の相対的利潤率は，

危機的水準は高いにもかかわらず，まさしく金融システムがこれまでのとこ

ろ崩壊に至らなかったがゆえに，以前と同じくらに高い。その理由は，リス

ケジュール・メカニズムによる債務危機勃発の遅延効果と，アメリカの経常

収支赤字と財政赤字(これはアメリカのヘゲモニーの低下を意味する)によ

ってもたらされた高金利によるものである。このことは，これまでの議論か

らして，この新しい状態と結びついた高金利が基礎的技術革新投資に水をさ

し，新しい長期波(サイクル)の開始を先き延ばしすることを意味する。か

くて，彼らは次のように結論づけるのである。

「我々は，制度化へ向かつての趨勢は，コンドラチェフの波に対してと同

じく，金融サイクルの進行に対しても，同じ意味合いをもっと結論する。そ

の場合，それは，危機を解決しないまま，危機を延期ない回避することによ

って，新しいコンドラチェフ波の開始を遅らせるかもしれない。大胆な言い

方をすれば，長期波動(サイクル)は将来において，それほど破局的な危機

をもつことなくして進行するかもしれないが，少くとも，その初期的段階に

おいては，未解決の構造的問題という重荷を背負わされることになるかもし
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れなL、」。

議論の要約

さて，以上紹介してきた議論を，前稿の分 (1世界システム論的視角から

みた対外債務問題:とくに世界債務危機の循環性についてJ~京大経済論叢』

第142巻第4号所集)も含めてまとめると，次のようになるであろう。

国際債務危機は循環的パターンにしたがい，通常コンドラチェフの波の谷

間で発生する。このような周期性は次のように説明される。経済発展の長期

波動の過程で，基幹部門(あるいは主導的部門)における生産は次第に標準

化し，中心における利潤率は低下する。この双方の過程(新製品の標準化と

中心における利潤率の低下)は，長期波動の後半段階において，周辺へ向け

ての金融資本の流れを増大させる。しかしながら，周辺における外国資本の

収益(または所得)は一般的に低い。これは，第 1に，長矧波の終り頃に現

われる世界的景気後退によって引きおこされる輸出所得の予期せざる不足に

よるものであり，第2に，第三世界諸国における種々の圧力と結びついた資

源の非生産的あるいは浪費的使用によるものである。要するに，金融資本の

周辺への流れは，世界システムのこの領域における低開発性の生産を促進す

る。これは国際金融システムに対して影響を及ぼす。第三世界借入諸国の所

得は債務に従って増加しないので，これら諸国は次第に投機的な金融行動に

従事するようになる。すなわち，彼等は債務をリファイナンスし，金融ポジ

ションを維持するためにますます金融市場条件に依存するようになるのであ

る。その結果，国際金融システムは制度的脆弱性の状態に向かつて動いてい

く。そのような状態のもとにおいては，他の環境のもとではシステムによっ

て吸収されえたかもしれない突発的な出き事が，今や全般的金融危機勃発の

要因となるかもしれない。この因果的な連鎖関係がともに合わさって，長期

波の終り頃における重大な金融危機の周期的な生起を説明するのである。

しかしながら， 1800年以降経験した 4つの世界債務危機を比較してみると，

制度的脆弱性が公然、たる危機にまで発展する水準は，少くとも1870年以降高
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くなってきているのがわかる。したがって，国際金融システムのメカニズム

に関するより完全な理解のためには，より高次の制度化へ向かつての非循環

的な性格をもった長期的趨勢を考慮することが必要である。

すでに述べたように，工業生産における複雑性の増大は，これらの複雑な

生産構造を取り込むより大きな組織的枠組みを必要とした。すなわち，大企

業体制 (businesscorporations)の出現や，経済問題に深く関与する国民国

家の出現がそれである。国際金融システムのレベルにおいては，このことは，

国際金融システムにおける相互作用の比較的少数のもの(すなわち，巨大商

業銀行，国民国家，国際機関)への集中をもたらし零細で組織化が貧弱な

個人の債券所有者一彼らは第 2次大戦までの貸手の舞台を支配したー

は，ほとんど消滅した。実際には，この少数の大立物による管理に向かつて

の動きは， 1880'"'-'1945年間期におけるヘゲモニーをめぐっての斗争と，覇権

国としてのアメリカの出現に沿って生じた。

相互作用が比較的少数の大立物に集中されてきたという事実は，協力的な

自己組織化によって特徴づけられるサブシステム(とくに多角的リスケジ

ュールと開発金融のそれ)形成のための基盤となった。意識的な自己組織化

行為は，予期せざる対外的変動に対するこれらの対応能力を高め，ひいては

金融システム全体の弾力性を高めてきた。このような進展が， 11980年代の

国際金融関係は，その制度的脆弱性が国際金融関係が崩壊した1930年代と同

じくらい，あるいはそれ以上の水準に達しているにもかかわらず，なぜ崩壊

に到らなかったのか(あるいは到っていないのか)Jを説明する主たる理由

なのである。もし，公然たる危機の勃発が今後も阻止されえるとしたら，そ

の場合，このような制度化へ向かつての趨勢は，長期波のメカニズムに変化

をもたらし，新しい長期波の開始は遅らされることになるかもしれない。す

でに，そのことを示唆するいくつかの理由がある。

若干のコメント

以上，われわれは世界システム論に立脚して，国際債務の危機管理システ
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ムの形成と発展について論じたプフィスターらの理論を紹介してきたが，こ

こで若干のコメントを加えてみよう。

周知のように，第 2次大戦後の世界経済はアメリカのヘゲモニーのもとに

構築され， IMF. GATT体制の名のもとに，覇権国アメリカを中心として

運営されてきた。しかし， 1970年代に入ってアメリカのヘケ'モニーは衰退し，

同時に世界経済は深刻な構造的危機に突入した。そのことを示すいくつかの

メルクマールは，たとえば， 1971年の金一ドル交換性停止による IMF体制

の「崩壊J，為替相場の乱高下，アメリカの双子の赤字の構造的定着，アメ

リカの純債務国への転落，貿易摩擦の激化，ラテンアメリカをはじめとする

途上国の累積債務問題の深刻化等にみられる。

しかし，アメリカのヘゲモニーの崩壊と，それがもたらした危機的状況は，

反面で，それに対応する国際的な危機管理システムの出現を生みだした。す

なわち，世界経済における相互依存の高まりと構造的危機の深刻さは，もは

や各国が身勝手な行動をすることを許さず， r各国の国家主権に属する一部

を共同の意志に任せる」ことを各国に迫ったのである。このようにして出現

した危機管理システムは， とくに1985年のプラザ合意以後，一般に「政策協

調体制」という名で呼ばれているが，そのカバーする範囲は，各国のマクロ

・ミクロ政策から各国の構造調整政策，累積債務問題，環境問題等に至るま

で，広範囲にわたっている。

本稿で紹介したプフィスターらの理論は，このうち，とくに累積債務問題

にかかわる国際的な危機管理システムに焦点を当て，その形成と発展のプロ

セスを世界システム論的視角から解明したものであるが， 1982年のメキシコ

の債務危機以降の進展をみると，彼らがし、う，国際金融システムにおける「よ

り高次の制度化へ向かつての趨勢」は，着実に進行しているように思われる。

その lつの証左は， 1989年 3月10日に発表されたプレイディ構想である。こ

れは債権国政府，債務国政府，国際機関，民間銀行が協力して債務の削減や

利払いの軽減を図ろうというものであり，それ自体が画期的なものであるが，

さらに，これに協力しない民間銀行には 3年間元利払いを停止するという拘

束条項を含んでいる点で，プフィスターらが「債務危機の安定化装置」とで
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も位置づけた，多角的リスケジュールよりも数段進んだものということがで

きる。すでにこの構想の一部は，民間銀行団会議(アドバイザリー・グルー

プ)が 7月7日，メキシコ政府との間でメキシコ債務の35%削減に合意した

ことによって，実行に移されている。

このようにみてくると，国際金融システムを含め，世界システムにおける

国際協調体制の高まりは，プフィスターらがし、うように，もはや後には戻れ

ない不可逆的な趨勢であるかのようにみえるのだが， しかし半面，このよう

な協調体制にひびを入れかねない不安な材料もないわけではない。それは第

1に， 1988年 8月に成立した新包括通商法にみられるような，米国のヘゲモ

ニーの低下に伴う保護主義の強まりであり，第 2に，米加自由貿易協定や92

年の EC統合化にみられる地域主義への動きである。本稿ではこれらの点に

ついて詳しく論評する余裕はないが，世界システムは戦前のようなプロ、ソク

化に向かうのか，あるいは地域主義を強めながらも一層の統合化に向かうの

か，今こそプフィスターらの理論の真価が試されるときではなかろうか。
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